平成19年第4回市議会定例会


建設委員会委員長報告
今回の市議会定例会におきまして、私ども建設　委員会に審査の付託を受けました　各案件につきまして、審査結果の報告を申し上げます。

はじめに、議案第108号　日田市営住宅の設置　及び管理に関する条例の一部改正につきまして申し上げます。
本案は、市営朝日ヶ丘住宅建替事業の第4期工事の完成に伴い、市営秋山住宅の入居者の移転が完了したことから、市営秋山住宅の用途を廃止するものであり、適切な措置と認め原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第109号　日田市営その他住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして申し上げます。
本案は、老朽化した市営その他住宅の　山本住宅、鎌手住宅、五馬市住宅について、入居者が全て移転、退去したことから、用途を廃止するものであり、　適切な措置と認め原案のとおり可決すべきものと　決しました。

次に、議案第110号　日田市公園条例の一部改正につきまして申し上げます。
本案は、日田駅北公園の新設に伴い、その名称　及び所在地を定めようとするものであります。
審査におきましては、現地調査を行うとともに　執行部から詳細な説明を徴した結果、適切な措置と認め原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第113号　市道路線の廃止及び　　　議案第114号　市道路線の認定につきまして申し　上げます。

両案の審査におきましては、現地調査を行うと　ともに、執行部から詳細に説明を徴した結果、市道の認定基準を満たしており、適切な措置と認め原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第115号　平成19年度日田市一般　会計補正予算（第3号）のうち当委員会に審査の　付託を受けました各部分につきまして申し上げます。

今回の補正につきましては、現地調査を行い、　各項目ごとに執行部から詳細な説明を徴し、慎重に審査いたしました結果、次に述べます要望を付し、　本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

まず、８款２項３目、道路新設改良費のうち　　中大山続木線改良事業及び繰越明許費につきまして申し上げます。

本事業においては、家屋調査等事業の推進を　　図ってまいりましたが、建物等補償の年度内の契約締結が困難となり、また、今年度からは、年度内に契約を締結したものしか繰り越すことができなく　なったため、工事の契約締結が見込める程野線改良　工事費へ組み替えを行うものであります。
しかし、程野線改良工事においても年度内での　事業完了は困難なため繰越を行うものの、事業の　進捗は図れるため、やむを得ず了とするものであります。
用地交渉においては、地権者の理解と協力が　　必要であり、不測の日数を要することは理解できるものの、道路改良は市民生活の利便性や安全性を　図るために不可欠な事業であることから、その交渉には粘り強く誠意を持って臨み、事業の進捗に支障をきたすことのないよう要望いたします。

次に、８款４項1目、都市計画総務費のうち、　豆田上町通り線無電柱化事業につきまして申し　　上げます。

本事業においては、委託料、工事請負費、補償費などで多額の不用額が生じており、減額とはいえ　あまりにも大きな金額の変更ではないか、もっと　早い時期に正確な金額の把握ができなかったのか等の意見があったところでありますが、工事の特殊性から見てある程度やむを得ない事情は考慮するものの、今後においては、計画段階から事業内容を精査し取り組むよう要望いたします。
以上、私ども建設委員会に審査の付託を受けました各案件につきまして、審査結果の報告を終わります。
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